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このたび、家屋一斉調査を下記の通り行いますので、みなさまのご理解とご協力をお願いいたします。

１　家屋一斉調査とは？
　町内にある全ての家屋について、家屋の所有者の住所や氏名、建物の種類や構造、新築・増築や取壊しなどの
実態を正確に把握し、適正かつ公正な課税を行うための調査です。

２　調査の対象
　町内にある全ての家屋が調査対象です。ただし、屋根だけの建物など、家屋としての要件を備えていない建物
は調査対象外です。あわせて、宅地の利用状況も確認させていただきます。
　※固定資産税の課税対象となる家屋とは、下記の要件を全て満たしている建物をいいます。
　　①　屋根や周壁等を有すること（外気分断性）
　　②　土地に定着した建造物であること（土地への定着性）
　　③　居住、作業、貯蔵等のために使用できる状態にあるもの（用途性）

３　調査の時期

※詳細については、別途個別に連絡いたします。

調 査 地 区 調査時期（予定）

和 田 地 区 平成 30 年６月上旬～８月上旬

亀 岡 地 区 平成 30 年８月上旬～９月上旬

屋 代 地 区 平成 30 年９月上旬～ 11 月下旬

４　調査の方法
　調査は、実在する建物と町の課税台帳の内容が一致しているかどうかを１棟ずつ確認します。

　①　調査員は、町税務課資産税係の職員２人１組で、町が発行した職員証を携行しています。
　②　調査にあたっては、敷地内に立ち入らせていただく場合もあります（原則として建物の中には入りません）。
　③　留守の場合も調査させていただき、調査結果等連絡事項を郵便受け等に投函しますが、不明な点につい　
　　　ては後日お尋ねする場合があります。
　④　家屋の所有者が不明な場合、近隣の人にお尋ねする場合があります。
　⑤　調査の記録のため、写真を撮影する場合があります。
　⑥　課税されていない家屋が確認された場合には、ご連絡の上、改めて調査にお伺いします。
　⑦　宅地の利用状況は、住宅用地としての利用かどうかを確認します。

※家屋の一斉調査と並行して、新築家屋の調査も行っています。新築家屋の調査は、町から事前に調査依頼の文
書を送付させていただき、調査日時を調整の上、所有者または代理人の立会いのもと、町税務課資産税係の職
員２人による現地調査となります。調査は、固定資産税を課税するにあたり、適正な評価額を算出するために
行います。そのため建物内への立ち入りをさせていただき、建物の構造、各部屋の間取り、内部の資材、建築
設備の確認等を行います。

家屋の耐震診断やリフォーム、火災報知器、消火器を勧めるなど、今回の調査と関係のないお願い
をすることや、その場で税金の納付をお願いすることは絶対にありませんので、ご注意ください。

▶問合せ先╱町税務課資産税係　☎（52）２０７８

 家屋の一斉調査にご協力を！

　熱中小学校では、4月 14 日㈯に第 6期入学式
が行われました。新たな学びと出会いを求める新
入生 52 人を迎え、合計 148 人でスタートしま
した。
　入学式には 91人の生徒さんが参加され、在校
生はぶどう畑の整備と親睦を深めるためのワー
クショップ、新入生は時計製作を行いました。
　　

熱中小学校
もういちど７歳の目で世界を

＜熱中小学校第 6期がスタートしました＞

熱中小学校

山
やまもと

本　亮
りょう

地 域 お こ し 協力隊通信 vol.28
　昨年度３月 14日㈬ひろすけホールにて行いました「高畠町地域おこし協力
隊活動報告会」へお越しいただいた皆さま、誠にありがとうございました。
3月末で２人、５月末で私の３人が地域おこし協力隊としての任期を終了しま
す。来月より地域おこし協力隊は３人体制で観光・廃校活用に関わってまいり
ますので今後ともよろしくお願いします。
　昨年度最後の取り組みとして、まほろば冬咲きぼたん祭りに合わせたイルミ
ネーションイベント「たかはた駅光の回廊 2018」を実施しました。このイベ
ントでは町内６地区すべての学童の方々の協力のもとで製作した雪像もいっ
しょに展示しています。お子さん
　

▶問合せ先╱熱中小学校事務局　☎（33）９３９２ 

　引き続き活動の様子は Facebook や、広報にて配信し
ていきたいと思いますので、是非ともご注目ください。
　これからも様々な活動を行いながら、ますます地域
に愛される場所にしたいと思いますので、今後ともご
愛顧の程よろしくお願い申し上げます。
　

の展示をご家族で見に来ていただく等、多くの方に足を運ん
でいただき大変嬉しく思っております。今後も別の形でイル
ミネーションや子どもたちを巻き込んだイベント作りを高畠
に残していきたいです。
　さて、私事ですが地域おこし協力隊の任期後、県内の企業
で正社員として就職する事となりました。愛知出身の私が、
縁あってこの山形県に残る結果となったことはとても感慨深
いです。一人の社会人として今後も山形の社会に貢献してま
いりたいと思っていますので、接点のある皆さま今後ともよ
ろしくお願いします。
　２年８か月、大変お世話になりました。ありがとうござい
ました。

▶在校生の取組みの様子

ぶどうの収穫が待ち遠しい

ですね☀

◀新入生の取組みの様子

世界に一つだけの時計が

できました♪
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このたび、家屋一斉調査を下記の通り行いますので、みなさまのご理解とご協力をお願いいたします。

１　家屋一斉調査とは？
　町内にある全ての家屋について、家屋の所有者の住所や氏名、建物の種類や構造、新築・増築や取壊しなどの
実態を正確に把握し、適正かつ公正な課税を行うための調査です。

２　調査の対象
　町内にある全ての家屋が調査対象です。ただし、屋根だけの建物など、家屋としての要件を備えていない建物
は調査対象外です。あわせて、宅地の利用状況も確認させていただきます。
　※固定資産税の課税対象となる家屋とは、下記の要件を全て満たしている建物をいいます。
　　①　屋根や周壁等を有すること（外気分断性）
　　②　土地に定着した建造物であること（土地への定着性）
　　③　居住、作業、貯蔵等のために使用できる状態にあるもの（用途性）

３　調査の時期

※詳細については、別途個別に連絡いたします。

調 査 地 区 調査時期（予定）

和 田 地 区 平成 30 年６月上旬～８月上旬

亀 岡 地 区 平成 30 年８月上旬～９月上旬

屋 代 地 区 平成 30 年９月上旬～ 11 月下旬

４　調査の方法
　調査は、実在する建物と町の課税台帳の内容が一致しているかどうかを１棟ずつ確認します。

　①　調査員は、町税務課資産税係の職員２人１組で、町が発行した職員証を携行しています。
　②　調査にあたっては、敷地内に立ち入らせていただく場合もあります（原則として建物の中には入りません）。
　③　留守の場合も調査させていただき、調査結果等連絡事項を郵便受け等に投函しますが、不明な点につい　
　　　ては後日お尋ねする場合があります。
　④　家屋の所有者が不明な場合、近隣の人にお尋ねする場合があります。
　⑤　調査の記録のため、写真を撮影する場合があります。
　⑥　課税されていない家屋が確認された場合には、ご連絡の上、改めて調査にお伺いします。
　⑦　宅地の利用状況は、住宅用地としての利用かどうかを確認します。

※家屋の一斉調査と並行して、新築家屋の調査も行っています。新築家屋の調査は、町から事前に調査依頼の文
書を送付させていただき、調査日時を調整の上、所有者または代理人の立会いのもと、町税務課資産税係の職
員２人による現地調査となります。調査は、固定資産税を課税するにあたり、適正な評価額を算出するために
行います。そのため建物内への立ち入りをさせていただき、建物の構造、各部屋の間取り、内部の資材、建築
設備の確認等を行います。

家屋の耐震診断やリフォーム、火災報知器、消火器を勧めるなど、今回の調査と関係のないお願い
をすることや、その場で税金の納付をお願いすることは絶対にありませんので、ご注意ください。

▶問合せ先╱町税務課資産税係　☎（52）２０７８

 家屋の一斉調査にご協力を！

　熱中小学校では、4月 14 日㈯に第 6期入学式
が行われました。新たな学びと出会いを求める新
入生 52 人を迎え、合計 148 人でスタートしま
した。
　入学式には 91人の生徒さんが参加され、在校
生はぶどう畑の整備と親睦を深めるためのワー
クショップ、新入生は時計製作を行いました。
　　

熱中小学校
もういちど７歳の目で世界を

＜熱中小学校第 6期がスタートしました＞

熱中小学校

山
やまもと

本　亮
りょう

地 域 お こ し 協力隊通信 vol.28
　昨年度３月 14日㈬ひろすけホールにて行いました「高畠町地域おこし協力
隊活動報告会」へお越しいただいた皆さま、誠にありがとうございました。
3月末で２人、５月末で私の３人が地域おこし協力隊としての任期を終了しま
す。来月より地域おこし協力隊は３人体制で観光・廃校活用に関わってまいり
ますので今後ともよろしくお願いします。
　昨年度最後の取り組みとして、まほろば冬咲きぼたん祭りに合わせたイルミ
ネーションイベント「たかはた駅光の回廊 2018」を実施しました。このイベ
ントでは町内６地区すべての学童の方々の協力のもとで製作した雪像もいっ
しょに展示しています。お子さん
　

▶問合せ先╱熱中小学校事務局　☎（33）９３９２ 

　引き続き活動の様子は Facebook や、広報にて配信し
ていきたいと思いますので、是非ともご注目ください。
　これからも様々な活動を行いながら、ますます地域
に愛される場所にしたいと思いますので、今後ともご
愛顧の程よろしくお願い申し上げます。
　

の展示をご家族で見に来ていただく等、多くの方に足を運ん
でいただき大変嬉しく思っております。今後も別の形でイル
ミネーションや子どもたちを巻き込んだイベント作りを高畠
に残していきたいです。
　さて、私事ですが地域おこし協力隊の任期後、県内の企業
で正社員として就職する事となりました。愛知出身の私が、
縁あってこの山形県に残る結果となったことはとても感慨深
いです。一人の社会人として今後も山形の社会に貢献してま
いりたいと思っていますので、接点のある皆さま今後ともよ
ろしくお願いします。
　２年８か月、大変お世話になりました。ありがとうござい
ました。

▶在校生の取組みの様子

ぶどうの収穫が待ち遠しい

ですね☀

◀新入生の取組みの様子

世界に一つだけの時計が

できました♪
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★本年度は医師の講話からスタートです！ご参加の際は、５月22日（火）までお電話でご予約ください。

平成31年度採用　高畠町医療職員募集
《募集職種・人員・受験資格》

《試験日・試験種目・試験場等》　

試　験　日 種　　目 内　　容　　等 試験会場

６月９日㈯
面 接 試 験 口述による面接試験

公立高畠病院
作 文 試 験 総合的な思考力等についての論文試験

職　種 募集人員 受　験　資　格

看 護 師 ５人
昭和 54 年 4月 2日以降に生まれた人で、看護師免許を有する人

または平成 31 年 4月末までに取得見込みの人

薬 剤 師 １人
昭和 56 年 4月 2日以降に生まれた人で、薬剤師免許を有する人

または平成 31 年 4月末までに取得見込みの人

▶受付期間／５月１日（火）から25日（金）まで（必着）
▶申込方法・提出先／所定の用紙により公立高畠病院
総務課に提出してください。（郵送可能）
所定の用紙は、公立高畠病院ホームページ（http://
www.takahatahospital.jp/）からダウンロードする
か、病院窓口（中央受付）で配布します。

▶採用日／平成 31年４月１日
▶合格者の発表／６月下旬　
　※電話等での合否に関する問合せはできません。
▶郵送・問合せ先／公立高畠病院総務課
　〒 992-0351　山形県東置賜郡高畠町大字高畠 386
　☎（52）１５００　FAX（52）１５１５

※次のいずれか一つに該当する人は受験資格を有しません。

（1）日本国籍を有しない人　　　　　　　　　

（2）成年被後見人または被保佐人

（3）禁固以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで、またはその執行を受けることがなくなるまでの人

（4）日本国憲法またはその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党、その他団体を結成し、

（5）またはこれに加入した人

日　時 場　所

５月23日㈬
13時30分～14時30分

公立高畠病院
２階会議室

◆申込・問合せ先／公立高畠病院栄養管理科　　　☎（52）１５００

☆★☆どなたでも参加できます☆★☆

公立高畠病院【糖尿病教室】を開催します！

◇５月の土曜開院日は、『12日』と『26日』です。（午前中開院）

* バラ色の人生を送るために、
　　　　　　健康のい・ろ・はをお伝えします *

保健医療統括監・内科医長

加藤修一先生

内　　容

「100 才まで生きるには」
～百寿めざして脳・肺・心臓を守る！～

《試験区分・採用人数・職務内容・受験資格》

《試験日・試験種目・試験会場等》　第２次試験は、第１次試験合格者のみに通知します

試　験 試　験　日 種　　目 会　　場 内　　容　　等

第１次 ６月24日㈰

教 養 試 験

高 畠 町
中 央 公 民 館
（役場庁舎の隣）

一般的な知識および知能について、大学卒業程度の筆記試験

事務適性検査 職員としての適応性を正確さ・迅速さ等の作業能力等により検査

職 場 適 応
性 検 査 職員としての適応性を性格特性等により検査

作 文 試 験
（上級行政のみ） 総合的な判断力、思考力その他の能力についての論文試験

専門試験（考古学） 考古学（埋蔵文化財の発掘調査・保護）の専門的な知識について
の筆記試験

専門試験（建築） 建築の専門的な知識についての筆記試験

第２次 ７月下旬 面 接 試 験 口述による集団討議および個別面接　
※上級行政（考古学）については実技試験がある場合があります

試験区分 採用予定人員 職　務　内　容 受　験　資　格

上級行政 ４人程度 一般行政事務に従事します 平成３年４月２日から
平成９年４月１日までに生まれた人

採用後、
高畠町に
居住でき
る人

上級行政
（考古学）

1人

主として考古学（埋蔵文化財
の発掘調査・保護）等に関す
る知識、技術、能力を必要と
する業務に従事します。

平成元年４月２日から
平成９年４月１日までに生まれた人
※このほかにも条件が有りますので詳細は募集
　要項をご覧ください。

上級建築 １人
主として建築等に関する知
識、技術、能力を必要とする
業務に従事します。

平成元年４月２日から
平成９年４月１日までに生まれた人

▼受付期間／５月１日㈫から５月31日㈭（消印有効）

▼受験申込書の請求／町総務課および町民課窓口で
交付します。町ホームページ（http://www.town.
takahata.yamagata.jp/）からも入手できます。※受
験申込書をプリンター等で印刷の際は両面印刷を
行ってください。※上級行政（考古学）の受験者
は「発掘調査・発掘調査報告書作成に係る調書」
の添付が必要です。

▼受験票の交付／申込者に「受験票」を郵送します。受
験票がなければ受験できませんので、６月 13 日㈬

平成31年４月１日採用

 平成 30 年度高畠町職員採用試験

までに到着しない場合は町総務課総務係にお問い
合わせください。

▶「初級行政」「初級土木」等の募集について／詳細は、
広報たかはた７月号および町ホームページでお知
らせいたします。

▼申込・問合せ先／
　〒 992-0392 高畠町大字高畠436番地
　町総務課総務係　☎（52）４４７５　
　　　　　　　　　℻  （52）１５４３
　E-mail：somu@town.takahata.yamagata.jp

 平成 30 年度 高畠町水道等量水器検針員募集
職種

水道等量水器検針員
（水道等メーターの検針を行い料金の
お知らせ票を配布する業務）

必要な資格要件 町内居住
※検針件数 1300 件前後

採用期間 ７月～ 12 月   再任用あり 募集人数 １人

年齢 18 歳以上 65 歳まで 募集期間 【募集期間】５月８日㈫～ 21 日㈪
【面接】５月 31 日㈭

賃金 【委託料】月額 120,000 円前後 募集要項配布
申込・問合せ先 町上下水道課☎（52）４４８３

就業期間 毎月１日～ 10 日ごろ
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★本年度は医師の講話からスタートです！ご参加の際は、５月22日（火）までお電話でご予約ください。

平成31年度採用　高畠町医療職員募集
《募集職種・人員・受験資格》

《試験日・試験種目・試験場等》　

試　験　日 種　　目 内　　容　　等 試験会場

６月９日㈯
面 接 試 験 口述による面接試験

公立高畠病院
作 文 試 験 総合的な思考力等についての論文試験

職　種 募集人員 受　験　資　格

看 護 師 ５人
昭和 54 年 4月 2日以降に生まれた人で、看護師免許を有する人

または平成 31 年 4月末までに取得見込みの人

薬 剤 師 １人
昭和 56 年 4月 2日以降に生まれた人で、薬剤師免許を有する人

または平成 31 年 4月末までに取得見込みの人

▶受付期間／５月１日（火）から25日（金）まで（必着）
▶申込方法・提出先／所定の用紙により公立高畠病院
総務課に提出してください。（郵送可能）
所定の用紙は、公立高畠病院ホームページ（http://
www.takahatahospital.jp/）からダウンロードする
か、病院窓口（中央受付）で配布します。

▶採用日／平成 31年４月１日
▶合格者の発表／６月下旬　
　※電話等での合否に関する問合せはできません。
▶郵送・問合せ先／公立高畠病院総務課
　〒 992-0351　山形県東置賜郡高畠町大字高畠 386
　☎（52）１５００　FAX（52）１５１５

※次のいずれか一つに該当する人は受験資格を有しません。

（1）日本国籍を有しない人　　　　　　　　　

（2）成年被後見人または被保佐人

（3）禁固以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで、またはその執行を受けることがなくなるまでの人

（4）日本国憲法またはその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党、その他団体を結成し、

（5）またはこれに加入した人

日　時 場　所

５月23日㈬
13時30分～14時30分

公立高畠病院
２階会議室

◆申込・問合せ先／公立高畠病院栄養管理科　　　☎（52）１５００

☆★☆どなたでも参加できます☆★☆

公立高畠病院【糖尿病教室】を開催します！

◇５月の土曜開院日は、『12日』と『26日』です。（午前中開院）

* バラ色の人生を送るために、
　　　　　　健康のい・ろ・はをお伝えします *

保健医療統括監・内科医長

加藤修一先生

内　　容

「100 才まで生きるには」
～百寿めざして脳・肺・心臓を守る！～

《試験区分・採用人数・職務内容・受験資格》

《試験日・試験種目・試験会場等》　第２次試験は、第１次試験合格者のみに通知します

試　験 試　験　日 種　　目 会　　場 内　　容　　等

第１次 ６月24日㈰

教 養 試 験

高 畠 町
中 央 公 民 館
（役場庁舎の隣）

一般的な知識および知能について、大学卒業程度の筆記試験

事務適性検査 職員としての適応性を正確さ・迅速さ等の作業能力等により検査

職 場 適 応
性 検 査 職員としての適応性を性格特性等により検査

作 文 試 験
（上級行政のみ） 総合的な判断力、思考力その他の能力についての論文試験

専門試験（考古学） 考古学（埋蔵文化財の発掘調査・保護）の専門的な知識について
の筆記試験

専門試験（建築） 建築の専門的な知識についての筆記試験

第２次 ７月下旬 面 接 試 験 口述による集団討議および個別面接　
※上級行政（考古学）については実技試験がある場合があります

試験区分 採用予定人員 職　務　内　容 受　験　資　格

上級行政 ４人程度 一般行政事務に従事します 平成３年４月２日から
平成９年４月１日までに生まれた人

採用後、
高畠町に
居住でき
る人

上級行政
（考古学）

1人

主として考古学（埋蔵文化財
の発掘調査・保護）等に関す
る知識、技術、能力を必要と
する業務に従事します。

平成元年４月２日から
平成９年４月１日までに生まれた人
※このほかにも条件が有りますので詳細は募集
　要項をご覧ください。

上級建築 １人
主として建築等に関する知
識、技術、能力を必要とする
業務に従事します。

平成元年４月２日から
平成９年４月１日までに生まれた人

▼受付期間／５月１日㈫から５月31日㈭（消印有効）

▼受験申込書の請求／町総務課および町民課窓口で
交付します。町ホームページ（http://www.town.
takahata.yamagata.jp/）からも入手できます。※受
験申込書をプリンター等で印刷の際は両面印刷を
行ってください。※上級行政（考古学）の受験者
は「発掘調査・発掘調査報告書作成に係る調書」
の添付が必要です。

▼受験票の交付／申込者に「受験票」を郵送します。受
験票がなければ受験できませんので、６月 13 日㈬

平成31年４月１日採用

 平成 30 年度高畠町職員採用試験

までに到着しない場合は町総務課総務係にお問い
合わせください。

▶「初級行政」「初級土木」等の募集について／詳細は、
広報たかはた７月号および町ホームページでお知
らせいたします。

▼申込・問合せ先／
　〒 992-0392 高畠町大字高畠436番地
　町総務課総務係　☎（52）４４７５　
　　　　　　　　　℻  （52）１５４３
　E-mail：somu@town.takahata.yamagata.jp

 平成 30 年度 高畠町水道等量水器検針員募集
職種

水道等量水器検針員
（水道等メーターの検針を行い料金の
お知らせ票を配布する業務）

必要な資格要件 町内居住
※検針件数 1300 件前後

採用期間 ７月～ 12 月   再任用あり 募集人数 １人

年齢 18 歳以上 65 歳まで 募集期間 【募集期間】５月８日㈫～ 21 日㈪
【面接】５月 31 日㈭

賃金 【委託料】月額 120,000 円前後 募集要項配布
申込・問合せ先 町上下水道課☎（52）４４８３

就業期間 毎月１日～ 10 日ごろ
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亀岡小学校

糠野目小学校

高畠中学校

キドキの入学式ド

ちの新たな魅力を発信する場ま
　３月 30日㈮、浜田広介記念館ひろすけホールを
会場に、“ 世代間交流、地区間交流 ” の地域活性化
を目的とした東北楽天ゴールデンイーグルス vs 千
葉ロッテマリーンズの試合を映像で観戦するパブ
リックビューイングが山形県で初めて開催されまし
た。
　当日は町のスポーツ少年団員、高畠中学校の野球・
ソフトボール部員、商工会青年部を中心に約 70人
が観戦し、試合の間に企画されたゲームや、楽天球
団歌の合唱を通して、交流を深めました。

　今回のパブリックビューイングは、「野
球を通して町全体に活力が生まれる場を
作ろう」と昨年 10月から着任している
地域活力創生プロデューサーの外薗明博
さんとスポーツ少年団指導者の竹田広幸
さんにより企画されました。町と球団は
９年間「たかはたぶどうナイター（デー）」
で町の特産品デラウエアを来場者にプレ
ゼントするなどの交流を図ってきたこと
もあり今回のイベントが実現しました。
今回のイベントを皮切りに、今後も長期
連携を見据え様々な企画が予定されてお
り、球団関係者も「このような長期的な
交流は球団史上初」と力を込めます。
　町と球団、球団と町民、そして町民同
士が枠を越えて交流を深める素敵なイベ
ントになりました。

▲高畠町へ動画メッセージをいただい
た下妻選手（山形県出身）にお礼のメッ

セージを撮影しました

▶試合の合間には、出席した各団体（地
域おこし協力隊や商工会青年部など）

の PRタイムが設けられました。

▲交流ゲームでの景品受け取り

　４月７日㈯、町内の各小学校で入学式が行われまし
た。今年町内に入学した新入生は全部で 211 人。上
級生に見守られ入場する１年生の顔にはどこか緊張し
た表情の中にもドキドキやワクワクが感じ取れまし
た。
　これからの６年間
で、たくさんの思い出
を作り楽しい小学校生
活にしてください。 　４月８日㈰には、高畠中学校で入学式が行われまし

た。希望と期待を胸に、202 人が新しい学校生活の
スタートを切りました。勉強や部活など新しいことに
取り組みながら３年間の中学校生活を謳歌してくださ
い。
　今回で３回目の入学式を向かえ、３学年全てが高畠
中学の入学生となりました。これまでの伝統を引き継
ぎつつ新しい伝統を作る生徒の活躍が楽しみです。

MACHI no WADAI AREKORE

知症サポート企業に認定認

　認知症の人が住みなれた地域でその人らしく暮らし
続けられる社会の実現をめざして、高畠町と町内に拠
点を置く企業や商店が一体となって、認知症に関する
理解を深め、認知症の人や家族を支えていこうという
社会基盤を育成するために29年度より創設しました。
　有限会社ちょうさん様、横山育子美容室様、有限会
社高砂屋菓子店様に対し、「高畠町認知症サポート企
業　認定証」が贈られました。

の季節にサイクリング緑

　４月１日㈰、観光シーズンの幕開けを前に、「まほ
ろばの緑道サイクリング安全祈願祭」が太陽館前で行
われ、関係者や利用者代表の児童がシーズン中の無事
故を祈願しました。
　まほろばの緑道の沿線にはたくさんの文化財・観光
施設があり、春には約700本の桜のトンネルが訪れた
人を歓迎します。これからの風のさわやかな季節に、
自転車での観光はいかがですか？

　４月 20日㈮、高畠町芸術文化協会の総会が、町総
合交流プラザで開かれました。
　総会では、町の芸術文化の振興に寄与した５個人・
１団体に、竹田恵一会長から協会功労賞と奨励賞が授
与されました。受賞者は次のとおりです。
【高畠町芸術文化協会功労賞】
　冨樫　徹さん（たかはた文学）
　遠藤　富美子さん（まほろば民踊愛好会）
　服部　昭治さん（高畠菊花同好会）
　渡部　素さん（侃鶯会高畠支部）
　菅野　征子さん（高畠混声合唱団）
【高畠町芸術文化協会奨励賞】
　シニア高畠歌謡会

畠町芸術文化協会総会高

林水産業若者賞を受賞農 　この賞は、農業分野で活躍する若者の優れた成果や、
地域での地道な取り組みなどを実践している若手農業
者などを山形県が表彰するものです。
　大野さんは、生食・ワイン用ぶどう、さくらんぼな
ど果樹栽培の担い手として農業経営を支えてきました。
また、若手女性農業者で構成する団体「Ane chan－
あねちゃん」を結成し、町内外でのイベントに参加し
ながら農産物の出店販売や、ＳＮＳによる魅力発信に
取り組んでいます。
　農業を活気ある産業にするために、女性の立場から
農業を見つめ直し、活動の輪を広げつつ元気な農業活
動を展開していることが認められたものです。

▶写真╱大野美千代さん（高安）


